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２ 議 題 

（１） 新型コロナウイルスワクチン接種について 

【北区保健所新型コロナウイルスワクチン接種担当課】 

 

（２） 令和３年２月２日発出の緊急事態宣言の期間延長等を踏まえた各部に

おける対応について（報告事項）  

     〇土木部 

     〇子ども未来部 
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危機管理対策本部 

令和３年２月８日 

新型コロナウイルスワクチン接種担当課 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

１ 要  旨  

  新型コロナウ イ ルスワクチン接種 に 向けては、国、都 道 府県及び区市町

村で役割分担さ れ、 国民への円滑な 接種 のため各区市町 村が 接種体制の整

備を急いでいる。北区も 1 月には新型コロナウイルスワクチン接種担当課

を設置し、接種 体制 の確保に努めて いる ところである。 つい ては、４月１

日以降の開始とさ れ ている区民のワク チ ン接種の進め方に つ いて報告する。 

 

２ 北区の取組み 

（１）  基本的な考え方 

接種後の万が一の副 反応にも迅速に医学 的処置が行えるよう 、区内医療

機関における個別接 種を基本とし、中核 となる医療機関では 仮設もしくは

併設の中規模接種会 場（以下、「ワクチン接種センター」と いう。）を設け

て、「丁寧なワクチン接種」を十分担保したうえで必要な接種可能数を確保

する。なお、接種を 行う医療機関の状況 によっては、柔軟な 対応も検討し

ていく。 

（２）  ワクチン接種施設 

〇ワクチン接種センター  ３施設 

中核となる医療機関に仮設もしくは併設した接種会場 

〇基本型接種施設  10～20 施設 

ディープフリーザー（※）を配備して一定数の接種を行う病院 

〇サテライト型接種施設  調整中 

地域の診療所、クリニック 

 ※国から配備されるディープフリーザー（21 台）に加え、予備費を充用し

て区独自で５ 台を購 入し、基本型 接種施 設に先行して 配備す ることによ

り、早期に円滑な接種体制をより確実に構築する。 

（３）接種方法 

上記３類型での接種 を基本としつつ、ワ クチンの供給量が少 なかった場

合など、ワクチンの 供給時期や供給量な どに合わせて３類型 の接種施設を

効果的に運用していく。 

（４）実施計画の策定 

  区市町村は、 接 種の事前準備とし て 新型コロナワクチ ン の接種を円滑に



行うために必要 な作 業内容と手順、 作業 に必要な資源等 を明 確にすること

とされている。 その ため、２月中旬 を目 途の「東京都北 区新 型コロナウイ

ルスワクチン接種実施計画」を作成し、円滑な接種体制の確保に努める。 

（５）今後予定している業務 

  〇印刷物（接種券など）の作成・送付 

  〇接種予約システムの構築・運用 

  〇コールセンターの設置・運営（接種券発送時から） 

  〇予診票の回収・接種記録の作成 

  〇北区医師会・接種医療機関との調整 

  〇Ⅴ-ＳＹＳによるワクチン数量の管理 

  〇ワクチンの小分け・移送 

  〇接種勧奨・周知啓発 

 

３ 今後の予定（現時点で国が示すスケジュール） ※ 下 線 は 接 種 開 始 の ス ケ ジ ュ ー ル  

  令和３年 ２月中旬 接種実施計画の策定 

 医療従事者の接種開始（都事業） 

       ３月上旬 コールセンターの開設 

         中旬 接種券の発送 

下旬 ３月２０日号北区ニュース掲載 

   ※ 周 知 可能 な 情 報 は 1 日号 、10 日 号 に も 前倒 し で 掲 載  

４月１日以降 高齢者（65 歳以上）の接種開始 



令和３年２⽉８⽇ 
⼟⽊部道路公園課 

 
区⽴公園における公園施設の利⽤休⽌について 

 
 緊急事態宣⾔の期間延⻑に伴い、新型コロナウイルス感染症
（COVID 19）の更なる感染拡⼤防⽌のため 、下記の公園施設の⼀
部休⽌期間を３⽉７⽇まで延⻑いたします。 
 

記 
 
１．休⽌施設（令和３年１⽉１２⽇〜３⽉７⽇まで） 

①荒川岩淵関緑地ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場  
②赤羽自然観察公園の炊事棟  
③名主の滝公園の茶室 

※その他の施設や利⽤について、感染拡⼤状況に応じて、休⽌する 
場合がございます。 

※期間については、緊急事態宣⾔の期間に応じて延⻑いたします。 
                
 



 令和３年２月 日 

 

わくわく☆ひろば実行委員長 様 

北 区 教 育 委 員 会 事 務 局                

                     子ども未来部子どもわくわく課 

 

 

向春の候、貴台にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、わくわく☆ひろばの運営においては、多大なるご支援、ご協力を賜

り誠にありがとうございます。 

 また、実行委員長様、各委員の皆さま、わくわく☆ひろばで活動される地域の

皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス禍の中で、子どもたちの安全・安

心な居場所であるわくわく☆ひろばの運営にご尽力いただいておりますことに、

重ねて感謝申し上げます。 

 この度、国の緊急事態宣言が３月７日まで延長になり、東京都でも日中も含め

た不要不急の外出自粛の要請が出されました。 

 また、区内の小学校でも、児童・教職員の新型コロナウイルスへの感染により、

学年閉鎖や学級閉鎖となる学校もあり、わくわく☆ひろばでも、学年閉鎖となっ

た学年の児童の利用を停止するなど、学校の対応に合わせた運営を行っており

ます。 

 運営にあたっては、引き続き、感染リスクが高まる「５つの場面」や、三密の

防止に細心の注意を払いながら対応してまいりますが、皆さまにおかれまして

も、感染防止対策に万全を期し、体調がすぐれない場合などは、無理をされず、

ご自身の健康に十分お気をつけください。 

学校や、わくわく☆ひろばの状況など、運営にあたりご心配やご不安なことも

おありかと思います。その際は、子どもわくわく課、各児童館等にご相談くださ

い。 

 今後も、新型コロナウイルスの感染拡大は、予断を許さない状況が続きます。 

教育委員会といたしましても、感染拡大防止対策に全力で取り組んでまいりま

す。皆さまにおかれましても、引き続き、わくわく☆ひろばの運営、感染拡大防

止対策の実施に、ご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

                     

  

 子どもわくわく課 

                      ℡：３９０８－９３６１ 

                      ○○児童館（子どもセンター） 

                      ℡：○○○○—○○○○                       


